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※上記は過去の情報または作成時点の見解であり、今後変更される場合があるほか、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

平素より、「新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号～12月号」（以下、各ファンド）をご愛顧いただきありがとう

ございます。

米国のシリコンバレー銀行等の経営破綻を契機に、スイスの金融大手クレディ・スイス・グループ（以下、クレディ・スイス）の株

価および債券の価格が現地時間2023年3月１５日に急落し、クレディ・スイスはスイスの金融大手UBSグループ（以下、UBS）

に買収されることが同3月19日に発表されました。当資料では、各ファンドが実質的に投資するバミューダ籍外国投資信託｢ピ

ムコ・バミューダ・インカム・ファンド（M）｣（以下｢インカム・ファンド（M）｣という場合があります。）におけるクレディ・スイスの発

行する有価証券の保有状況および今後の運用方針について実質的に運用を行うPIMCOからのコメントをご案内します。

クレディ・スイス・グループの有価証券の保有状況について

巻末の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

※株式比率は保有債券のコーポレートアクション（株式分割、第三者割当増資など有価証券の価値に影響を与える企業の財務上の意思決定）等により受領してい
るものを含む。

今後の運用方針等について

投資妙味が見込める投資対象の1つとして、以下のような観点からポートフォリオへの組み入れを行っていました。

クレディ・スイスは現地時間3月19日、UBSによる買収の一環としてスイス金融当局の指示のもと、160億スイスフラン（172億4,000
万米ドル）相当のAT1債を無価値化すると発表しました。また、弁済優先順位が債券よりも下位となる株式投資家にはUBSの株式が
割り当てられるなど異例の措置がとられました。社債市場では、この決定を受けてAT1債の価格が急落した一方、弁済順位の高いシニア
債については債務をUBSが引き受けることから額面金額近辺で推移しています。

今後については、UBSによる買収報道を受けた市場参加者の反応や当該企業の動向を注視しつつ、状況に応じ機動的に対応して
参ります。

欧州金融機関に対する見方

クレディ・スイスへの投資の背景

UBSによるクレディ・スイスの買収を受けて

• グローバルで活動する大手金融機関が大規模な債務圧縮と資本増強を進めた結果、大手行の自己資本比率は、2007年以前に比
べて2倍以上と大幅に改善し、各国中央銀行等が定期的に実施するストレステストでは、リーマン・ショック級の深刻な景気後退が起き
たとしても高い資本比率を維持できる結果となっていること

PIMCOでは、商業銀行部門などにおいて強固なビジネスモデルを維持できるとみられる大手行を引き続き注目しています。このような大
手金融機関は、金融当局による規制強化が進められるなか、この10年間でリスク削減や負債圧縮、資産売却などを通じてバランスシー
トの健全化に取り組んできました。また、金融当局が定期的に実施するストレステストにおいて外部的なショックにも耐えうる財務基盤を有
することが確認されており、足もとの金利上昇にともなうマージン拡大などはポジティブな材料になると分析しています。

シリコンバレー銀行やクレディ・スイスなどについては個別要因によるところが大きいとみているものの、市場心理の悪化が信用収縮につな
がり、他の金融機関に影響をおよぼす可能性もあると考えられることから、今後の動向を注視して参ります。

• クレディ･スイスにおいても他と同様に年々着実に自己資本比率を高めており、2022年末では普通株式などTier1（中核的自己資
本）で14.1%となっており、同社に対して国際的な規制で定める最低要件の8%、さらにスイス金融当局の要求する10%よりも高い
水準となっていること

• グローバルな資産運用・プライベートバンキングへの特化を進めながら投資銀行業務の占める割合を縮小する構造改革は、信用損失
が増加するような環境下において同業他社よりも優位になると考えられるビジネスモデルであること

有価証券の保有状況（2023年3月15日時点）

インカム・ファンド（M）におけるクレディ・スイスの発行する株式・債券の保有比率は以下の通りです。

インカム・ファンド（M）では、クレディ・スイスの社債や資本性証券をリスク対比で魅力がある利回りを提供する投資対象の1つとして分
散されたポートフォリオに組み込んできました。組み入れたクレディ・スイスの有価証券の大半がシニア債（普通社債）であり、またAT1債＊

の比率も0.040%にとどまることからポートフォリオ全体への影響は限定的とみています。
＊Additional Tier1債の略。発行体である金融機関の自己資本比率があらかじめ定められた水準を下回った場合などにおいて、元本の一部または全部が削減される、

または、強制的に株式に転換されるなどの仕組みを有する有価証券。

内、AT1債

インカム・ファンド（M） 0.010% 1.088% 0.040%

ファンド名 株式比率
債券比率



巻末の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

ファンド通信 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド
1月号/2月号/3月号/4月号/5月号/6月号/7月号/8月号/9月号/10月号/11月号/12月号

ファンドの特色

｢新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド 1月号～12月号｣の購入のお申込みは、それぞれ毎年、特定の期間に限
定されます。そのため、お申込みの時期により、買い付けできるファンドが異なります。

1. 世界で発行されているさまざまな債券（デリバティブを含む）などを実質的な投資対象とし、機動的な運用を行うこと
により、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

各ファンドはバミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS（JPY）」（以下
「インカム・ファンド*」という場合があります。）円建受益証券（運用：パシフィック・インベストメント・マネ
ジメント・カンパニー・エルエルシー）と国内投資信託「DIAMマネーマザーファンド」受益証券（運用：アセット
マネジメントOne株式会社）を投資対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。

* インカム・ファンドはバミューダ籍外国投資信託｢ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）｣（以下｢イン
カム・ファンド（Ｍ）｣という場合があります。）米ドル建受益証券を通じて運用を行います。

各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、インカム・ファンドの組
入比率は、原則として高位とすることを基本とします。

※インカム・ファンドが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ
投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

インカム・ファンドでは、金利変動リスクや信用リスクの低減および資産の効率的な運用に資することなどの目的
で実質的にデリバティブ取引などを用いることがあります。

インカム・ファンドへの投資に係る指図権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

2. 実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。

投資対象とするインカム・ファンドでは原則として、外貨建資産について対円での為替ヘッジを行います。ただし、
為替による収益の獲得を目指して、限定的な範囲で実質的に為替変動リスクを取る場合があります。

3. 各ファンドは原則として、年1回、当月＊の25日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に収益の分配を行います。

＊当資料において、各ファンドの名称に含まれる月を当月という場合があります。たとえば、｢新光ピムコ・ストラテ
ジック・インカム・ファンド 1月号｣の場合、1月が当月となります。

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）などの全額

とします。

分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合に

は、分配を行わないことがあります。

※運用状況により分配金額は変動します。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証する
ものではありません。
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各ファンドの資金動向、市況動向などによっては、上記の運用ができない場合があります。



巻末の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

ファンド通信 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド
1月号/2月号/3月号/4月号/5月号/6月号/7月号/8月号/9月号/10月号/11月号/12月号

※上記に記載された購入申込期間は当資料作成時点の予定であり、今後変更される場合があります。2024年2月23日以降の各ファンド
の購入申込期間については、販売会社または委託会社（アセットマネジメントOne）へお問い合わせください。

※アセットマネジメントOneは、各ファンドの募集について、毎年の購入申込期間の開始前に有価証券届出書を関東財務局に提出します。

各ファンドの分配と決算日の基準価額について
各ファンドは、決算日に分配前の基準価額（1万口当たりの基準価額。以下同じ。）が10,000円を超過している場合は、基準
価額が10,000円を下回らない範囲で分配を行います。ただし、分配前の基準価額が10,000円を下回っている場合は分配を行
いません。また、分配前の基準価額が10,000円を超過している場合であっても、超過額が少額である場合は、分配を行わな
いことがあります。

4. 各ファンドの購入のお申込み＊は、毎年、特定の期間に限定されます。

詳しくは下記の表をご確認ください。

＊2023年2月27日～2024年2月22日における各ファンドの購入できる期間を表示しています。

購入申込期間の最終日がニューヨーク証券取引所の休業日の場合には当該日の購入のお申込みの受付は行いません。

各ファンドの購入価額は、決算日の基準価額になります。

換金のお申込みは各ファンドの換金申込不可日（ニューヨーク証券取引所の休業日）を除き毎営業日可能です。

2025年2月25日まで

(2015年2月25日設定)

2025年3月25日まで

(2015年3月25日設定)

毎年3月25日

(休業日の場合は翌営業

日、以下同じです。)

毎年2月25日

信託期間決算日

2025年5月26日まで

(2015年5月25日設定)

2025年4月25日まで

(2015年4月27日設定)
毎年4月25日

2025年1月27日まで

(2015年1月26日設定)

2023年11月27日～

2023年12月22日
12月号

1月号
2023年12月25日～

2024年1月24日
毎年1月25日

2024年12月25日まで

(2014年12月25日設定)
毎年12月25日

毎年5月25日

毎年6月25日

毎年7月25日

2025年8月25日まで

（2015年8月25日設定）

2025年9月25日まで

（2015年9月25日設定）

2025年6月25日まで

(2015年6月25日設定)

2025年7月25日まで

 (2015年7月27日設定)

毎年11月25日
2024年11月25日まで

（2014年11月25日設定）

2023年10月25日～

2023年11月24日
11月号

4月号

毎年8月25日
2023年7月25日～

2023年8月24日
8月号

毎年10月25日
2024年10月25日まで

(2014年10月27日設定）

7月号
2023年6月26日～

2023年7月24日

毎年9月25日

5月号

10月号
2023年9月25日～

2023年10月24日

2023年2月27日～

2023年3月24日
3月号

2023年5月25日～

2023年6月23日
6月号

2023年4月25日～

2023年5月24日

購入申込期間

2023年8月25日～

2023年9月22日
9月号

2024年1月25日～

2024年2月22日
2月号

2023年3月27日～

2023年4月24日
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巻末の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

ファンド通信 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド
1月号/2月号/3月号/4月号/5月号/6月号/7月号/8月号/9月号/10月号/11月号/12月号

信用リスク

公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債などの
価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額
が下落する可能性があります。また、各ファンドはハイイールド債券やバンクローンなどの格付け
が低い債券などにも実質的に投資することから、投資適格の債券のみに投資する場合よりも相対的
に信用リスクは高くなる場合があります。

金利変動リスク

公社債などの価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には公
社債などの価格は下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。各ファンドは、実
質的にデリバティブ取引などによって金利変動への対応を行いますが、想定した金利変動が起こら
なかった場合などには、各ファンドの基準価額の上昇の抑制または下落の要因となります。

流動性リスク

有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、
希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特
に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各ファンドの基準価額が下落す
る可能性があります。

カントリーリスク

投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨
価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各ファンドの基準価額が下落する可
能性があります。一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融イ
ンフラが未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより
高くなる可能性があります。

為替変動リスク

外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通
貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産
の円換算価格が下落し、各ファンドの基準価額が下落する可能性があります。なお、各ファンドで
は外国投資信託を通じて、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替
変動リスクを完全に排除できるものではないほか、為替による収益の獲得を目指して、限定的な範
囲において実質的に為替変動リスクを排除しない場合があります。また、為替ヘッジを行う場合、
外貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかります。外貨よりも円の金利が低い場合は、各ファ
ンドの基準価額が下落する可能性があります。

デリバティブ取引に
関するリスク

各ファンドが組み入れる外国投資信託では、デリバティブ取引を行う場合があります。取引の内容
によっては、価格変動の基礎となる資産(原資産)以上の値動きをすることがあるため、各ファンド
の基準価額が下落する場合があります。

特定の投資信託
証券に投資する

リスク

各ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各ファンドの運用成果に
大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する場合、国内籍の
投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性があります。

ファンドの投資リスク

各ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあり
ます。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみな
さまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。

●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額
相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。

●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があり
ます。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計
算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があり
ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

［収益分配金に関する留意事項］

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

基準価額の変動要因

4



巻末の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

ファンド通信 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド
1月号/2月号/3月号/4月号/5月号/6月号/7月号/8月号/9月号/10月号/11月号/12月号

お客さまにご負担いただく手数料等について

詳細については、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

ご購入時 購入時手数料

購入価額に、1.65％（税抜1.5％）を上限として、販売会社が定める手数料率を乗じて得た額となります。
購入時手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売
会社に支払われます。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。

ご換金時
換金時手数料 ありません。

信託財産留保額 ありません。

保有期間中
（信託財
産から間接
的にご負担
いただきま

す。）

運用管理費用
（信託報酬）

その他の費用・
手数料

組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託事務の諸費用、外国での資産の保管等に要する費用、監査費用
等が信託財産から支払われます。
※投資対象とするインカム・ファンドにおいては、有価証券などの売買手数料などがかかります。
※その他の費用・手数料については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、事前に料率、上限額等を表

示することができません。

お申込みメモ
※ご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。

購入の申込期間 各ファンドにより毎年、特定の期間が設定されています。詳しくは3ページをご覧ください。

購入単位 販売会社が定める単位（当初元本1口＝１円）

購入価額 各ファンドの決算日の基準価額（各ファンドの基準価額は1万口当たりで表示しています。）。詳しくは3ページをご覧ください。

換金単位 販売会社が定める単位

換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換金代金 原則として換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

購入・換金
申込不可日

ニューヨーク証券取引所の休業日に該当する日には、換金のお申込みの受付を行いません。また、購入の申込期間の最終日がニューヨーク
証券取引所の休業日の場合には当該日の購入のお申込みの受付を行いません。

換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

購入・換金申込受付の
中止および取消し

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお
申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入・換金のお申込みを取り消す場合があります。

信託期間 各ファンドにより異なります。詳しくは3ページをご覧ください。

繰上償還
各ファンドが主要投資対象とするインカム・ファンドが償還した場合または商品の同一性が失われた場合には、受託会社と合意の上、信託契約
を解約し、当該信託を終了（繰上償還）させます。また、各ファンドの受益権口数が30億口を下回った場合等には、償還することがあります。

決算日 各ファンドにより異なります。詳しくは3ページをご覧ください。

収益分配 決算日に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。詳しくは2~3ページをご覧ください。

課税関係

各ファンドは課税上は株式投資信託として取り扱われます。
原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して課税されます。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA」の適

用対象です。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更となることがあります。

ファンドの費用等

委託会社

アセットマネジメントOne株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号
加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
信託財産の運用指図等を行います。

受託会社 みずほ信託銀行株式会社 信託財産の保管・管理業務等を行います。

販売会社
募集の取扱いおよび販売、投資信託説明書（目論見書）・運用報告書の交付、収益分配金の再投資、収益分配金、一部解
約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。

委託会社その他関係法人の概要

※上記手数料等の合計額等については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
※税法が改正された場合等には、税込手数料等が変更となることがあります。

支払先
内訳

（税抜）
主な役務

委託会社 年率0.95% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

販売会社 年率0.60% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価

受託会社 年率0.03% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

実質的な負担

直接の投資運用会社報酬などはありません。

※ただし、各ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける報酬から、各ファンドの投資顧問会社であるピ

ムコジャパンリミテッドに投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、インカム・ファンドの投資運用会社など

への報酬が支払われます。

※委託会社の信託報酬には、インカム・ファンドへの投資の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社（ピムコジャパンリミ
テッド）に対する報酬（各ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.6%（税抜））が含まれます。

投資対象とする

外国投資信託

各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%（税抜1.58%）

ファンド

各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%（税抜1.58%）
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巻末の「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。

ファンド通信 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド
1月号/2月号/3月号/4月号/5月号/6月号/7月号/8月号/9月号/10月号/11月号/12月号

販売会社（お申込み、投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください）

○印は協会への加入を意味します。

当資料のお取扱いについてのご注意

 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成したものです。

 お申込みに際しては、販売会社からお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身で
ご判断ください。

 各ファンドは、実質的に債券（デリバティブを含む）等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクもあ
ります）等に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動しま
す。このため、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。また、投資信
託は預貯金とは異なります。

 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の
完全性、正確性について、同社が保証するものではありません。また掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果
を保証するものではありません。

 当資料における内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。

 投資信託は
１．預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

２．購入金額については元本保証および利回り保証のいずれもありません。

３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとな
ります。

230322JS118555.57.60.64-66.74-77.79.80

2023年3月24日時点

●その他にもお取扱いを行っている販売会社がある場合があります。
また、上記の販売会社は今後変更となる場合があるため、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
＜備考欄について＞
※1 新規募集の取扱いおよび販売業務を行っておりません。

◆委託会社の照会先◆

アセットマネジメントOne株式会社

コールセンター 0120-104-694 受付時間：営業日の午前9時～午後5時
ホームページアドレス http：//www.am-one.co.jp/

商号 登録番号等
日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資顧問

業協会

一般社団法人

金融先物取引

業協会

一般社団法人

第二種金融商

品取引業協会

備考

みずほ信託銀行株式会社 登録金融機関　関東財務局長（登金）第34号 ○ ○ ○

みずほ証券株式会社 金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号 ○ ○ ○ ○

株式会社十六銀行 登録金融機関　東海財務局長（登金）第7号 ○ ○ ※1
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